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議案第５２号 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の一部改正について 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

鈴鹿パーキングエリアスマートインターチェンジの名称が確定したことから，附

属機関の名称等を改めるについて，地方自治法第９６条第１項の規定により，この

議案を提出する。  
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年鈴鹿市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

別表１の表鈴鹿市新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ地区協議会の項中

「鈴鹿市新名神高速道路（仮称）鈴鹿ＰＡスマートＩＣ地区協議会」を「鈴鹿市新名

神高速道路鈴鹿ＰＡスマートＩＣ地区協議会」に，「新名神高速道路（仮称）鈴鹿パ

ーキングエリアスマートインターチェンジ」を「新名神高速道路鈴鹿パーキングエリ

アスマートインターチェンジ」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い，投票管理者

等の報酬の額を改定するについて，地方自治法第９６条第１項の規定により，この

議案を提出する。  
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

鈴鹿市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２４年鈴鹿市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１２号中「１２，６００円」を「１２，８００円」に改め，同表第１３号中

「１１，１００円」を「１１，３００円」に改め，同表第１４号及び第１５号中「１

０，６００円」を「１０，８００円」に改め，同表第１６号中「８，８００円」を「

８，９００円」に改め，同表第１７号中「１０，７００円」を「１０，９００円」に，

「５，３５０円」を「５，４５０円」に改め，同表第１８号中「９，５００円」を「

９，６００円」に改め，同表第１９号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め

る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５４号 

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の一部改正について 

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

三重県鈴鹿児童相談所の設置に伴い，鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の組織

を改めるについて，地方自治法第９６条第１項の規定により，この議案を提出する。 
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例（平成２６年鈴鹿市条例第

２０号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第３号中「三重県北勢児童相談所」を「三重県鈴鹿児童相談所」に改

める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５５号 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，連携施設の確

保に関する基準等を改めるほか，所要の規定整備を行うについて，地方自治法第９

６条第１項の規定により，この議案を提出する。  
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 

鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年鈴

鹿市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「しないこと」の次に「とすること」を加え，同条に次の２項を加

える。 

４ 市長は，家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは，同号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

５ 前項の場合において，家庭的保育事業者等は，法第５９条第１項に規定する施設

のうち，次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって，市長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適

切に確保しなければならない。 

(１) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規

定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する

業務を目的とするものに限る。） 

(２) 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設

であって，法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の

保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの 

第１６条第２項第４号中「，乳幼児」を「，利用乳幼児」に改め，「。附則第２条

第２項において同じ」を削る。 

第３７条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，法第６条の３第１２項第２号に規定

する事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（附則第３条において「特
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例保育所型事業所内保育事業者」という。）については，第６条第１項本文の規定

にかかわらず，連携施設の確保をしないことができる。 

附則第２条第２項中「（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実

施されるものに限る。）」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。）」を加え，「５年」を「１０年」に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５６号 

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い，放課後児童

支援員の基準を改めるについて，地方自治法第９６条第１項の規定により，この議

案を提出する。 
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 

鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年鈴鹿市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長」を加える。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５７号 

鈴鹿市火災予防条例の一部改正について 

鈴鹿市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

鈴鹿市火災予防条例の一部を改正する条例 

（ 別 紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部改正に伴い，住宅用防災警報器等の設置の免除の基準を改めるほか，所要の規

定整備を行うについて，地方自治法第９６条第１項の規定により，この議案を提出

する。 
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（ 別 紙 ） 

 

鈴鹿市条例第  号 

 

鈴鹿市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

鈴鹿市火災予防条例（昭和３７年鈴鹿市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１６条第１項中「日本工業規格」を「日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年

法律第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。）」に改める。 

第２９条の５第１号中「作動時間が６０秒以内」を「種別が１種」に改め，同条中

第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。 

(６) 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施

設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有

する消防の用に供する設備等に関する省令（平成２０年総務省令第１５６号）第

３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例

により設置したとき。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第５８号 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

１ 管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地 

名 称 鈴鹿市第２療育センター 

所在地 鈴鹿市岡田町７０１番地 

 

２ 指定管理者となる団体の名称，所在地及び代表者の氏名 

名 称 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 

所在地 鈴鹿市神戸地子町３８３番地の１ 

代表者の氏名 会長 南条 和治 

 

３ 指定の期間 

令和元年１０月１日から令和７年３月３１日まで 

 

提案理由 

指定管理者を指定するについて，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，

この議案を提出する。 
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議案第５９号 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

１ 管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地 

名 称 鈴鹿市第１療育センター 

所在地 鈴鹿市西条五丁目１１８番地の３ 

 

２ 指定管理者となる団体の名称，所在地及び代表者の氏名 

名 称 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 

所在地 鈴鹿市神戸地子町３８３番地の１ 

代表者の氏名 会長 南条 和治 

 

３ 指定の期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

提案理由 

指定管理者を指定するについて，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，

この議案を提出する。 
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議案第６０号 

指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

１ 管理を行わせようとする公の施設の名称及び所在地 

名 称 ベルホーム 

所在地 鈴鹿市江島町３４４７番地の５ 

 

２ 指定管理者となる団体の名称，所在地及び代表者の氏名 

名 称 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 

所在地 鈴鹿市神戸地子町３８３番地の１ 

代表者の氏名 会長 南条 和治 

 

３ 指定の期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

提案理由 

指定管理者を指定するについて，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，

この議案を提出する。 
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議案第６１号 

相互救済事業の委託について 

次のとおり相互救済事業を委託する。 

 

 

 

 

 

令和元年６月６日提出 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

 

 

１ 事 業 名  火災，水災，震災その他の災害による財産の損害に対する

相互救済事業 

２ 委託の相手方  東京都港区虎ノ門二丁目３番１７号 

公益社団法人全国公営住宅火災共済機構 

３ 対象となる財産  市が管理する市営住宅，小集落改良住宅及び共同施設 

４ 委託に伴う経費  毎年度予算で定める経費 

５ 委 託 開 始 日  令和元年８月１日 

 

 

 

 

 

提案理由 

災害による財産の損害に対する相互救済事業を委託するについて，地方自治法第

２６３条の２第１項の規定により，この議案を提出する。 
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